
三 田 市 建 設 工 事 入 札 参 加 者 選 定 要 綱  
（目的） 
第１条 この要綱は、本市が発注する建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下｢法｣という。）

第２条第１項に規定する建設工事（以下｢工事｣という。）に係る指名競争入札の実施に関し、

入札に参加する者（以下｢入札参加資格者｣という。）の資格審査、格付、指名等について、

三田市契約事務規則（平成１７年三田市規則第７号）及び三田市制限付一般競争入札実施要

綱（平成１３年４月１日施行）に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、競争

入札の円滑な執行を図ることを目的とする。 
（資格審査） 
第２条 入札参加資格者の資格審査は、次の各号に掲げる事項について法別表に定める工事の

種類ごとに行う。 
（１） 法第３条第１項に規定する建設業の許可の有無 
（２） 法第２７条の２３第３項の規定により国土交通大臣が定める審査の項目 

（格付等級） 
第３条 土木一式、建築一式、舗装、管、電気及び造園の各工事についての入札参加資格者は、

法第２７条の２３第２項の規定に基づく建設業者の経営に関する客観的事項の審査結果の

数値（以下「経審数値」という。）に基づき、別表第１の等級区分（以下「格付等級」とい

う。）に格付する。 
２ 格付は、入札参加資格者のうち、原則として市内に本店を有する者（以下「市内業者」と

いう。）及び市内に支店若しくは営業所を有する者で、当該支店又は営業所において契約締

結の代理人を置いており、商業登録簿の支店欄に記載がある者について行うものとする。 
（発注対応工事金額の範囲） 
第４条 別表第１に規定する格付等級に対応する工事の契約予定金額の範囲（以下「発注対応

工事金額」という。）は、別表第２のとおりとする。 
２ 市内業者のうち、過去一年間の平均工事成績（以下「平均工事成績」という。）により、

適当と認めるものに限り別表第２に規定する「発注対応工事金額範囲」の中から、「市内業

者の特例」の工事に参加させることができる。 
３ 入札参加資格者について格付しない工事にあっては、経審数値をもって格付等級に代える

ものとし、発注対応工事金額の範囲は特に定めない。 
（指名基準） 
第５条 入札に参加させる者（以下「入札参加者」という。）の指名にあたっては、次の各号

に掲げる事項を考慮し、競争の本旨に基づき適正かつ公平に選定しなければならない。 
 （１） 不誠実な行為の有無 
 （２） 経営状況 
 （３） 過去の工事等の成績 
 （４） 地理的条件 
 （５） 技術的適正並びに技術者及び機械設備の状況 
 （６） 指名時における市発注工事等に係る当該年度の指名件数及び手持ち工事等の状況 
２ 前項の選定にあたっては、市内業者で施工が可能な建設工事にあっては、市内業者の 
受注機会の確保を図るよう考慮するものとする。 



（入札参加者数） 
第６条 入札参加者の指名にあたっては、資格者名簿に登載された者の中から工事一件につい

て、次の各号に掲げる工事規模の区分に応じて次のとおり選定する。ただし、選定可能な業

者数が次に掲げる業者数に満たない場合は、この限りでない。 
 （１）設計金額が１，０００万円未満のもの            ５業者以上 
 （２）設計金額が１，０００万円以上３，０００万円未満のもの   ７業者以上 
 （３）設計金額が３，０００万円以上１５，０００万円未満のもの １０業者以上 
（４）設計金額が１５，０００万円以上のもの          １３業者以上 

（複合工事の入札参加者） 
第７条 ２種類以上の異なる工事種類を併せて一件の複合工事として発注する場合の入札参

加者の指名にあたっては、当該工事の全体額に占める工事種類別金額の比率を勘案し、比率

の高い工事種類を対象として選定する。 
（指名の特例） 
第８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前６条の規定にかかわらず、適正な業者を選

定することができる。 
 （１） 特殊な機械及び技術を必要とする工事 
 （２） 災害時における応急復旧工事 
（３） 既に市の発注に係る工事を施工中であって、発注工事の全部又は一部が出合丁場と

なる工事 
（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める工事 

（共同企業体） 
第９条 三田市共同企業体取扱要綱（平成１６年４月１日施行）に基づき結成される経常建設

共同企業体については、同要綱により審査された数値に基づき、別表第２の格付等級により

格付する。 
２ 経常建設共同企業体及びその構成員の発注対応工事金額については、別に定める。 
３ 特定建設共同企業体の入札参加資格者に必要な資格については、工事ごとにその都度定め

る。 
（随意契約による見積参加者の選定） 
第１０条 随意契約による場合の見積参加者の選定は、原則としてこの要綱の規定を準用する。 
（補則） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
   付 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成１２年９月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱の施行の際、「工事指名業者選定等基準」の規定に基づき、現に工事の入札に

伴う施行決定の手続等を完了したものについては、この要綱の施行後も、なおその効力を

有する。 
（工事指名業者選定等基準の廃止） 
３ 工事指名業者選定等基準（平成８年４月１日施行）を廃止する。 



   付 則 
この要綱は平成１３年４月１日から施行する。 

   付 則 
この要綱は平成１４年４月１日から施行する。 

   付 則 
この要綱は平成１６年４月１日から施行する。 

   付 則   
 この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 

付 則 
(施行期日) 
１ この要綱は平成２４年４月１日から施行する。 
(経過措置) 
２ この要綱による改正後の三田市建設工事入札参加者選定要綱別表第１の規定は、この要

綱の施行の日以後に完了した手続きについて適用し、同日前に完了した手続きについては、

なお従前の例による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表第１（第３条・第４条関係）格付等級 
工事の種類 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
土木一式工事 １０３０以上 ８３０以上 

１０３０未満 

６８５以上 

８３０未満 

５９５以上 

６８５未満 

５９５未満 

建築一式工事 １０３０以上 ９３０以上 

１０３０未満 

７１０以上 

９３０未満 

５１０以上 

７１０未満 

５１０未満 

舗 装 工 事 ８６０以上 ６００以上 

８６０未満 

６００未満   

電 気 工 事 ７６０以上 ５７５以上 

７６０未満 

５７５未満   

管 工 事 ７５０以上 ５７５以上 

７５０未満 

５７５未満   

造 園 工 事 ９１５以上 ６４５以上 

９１５未満 

６４５未満   

 
別表第２（第４条・第９条関係）発注対応工事金額範囲        （単位：千円） 
区  分  標準範囲 市内業者の特例 
土木一式工事 Ａ ５０，０００以上 ３０，０００以上 

Ｂ ５，０００以上 ３００，０００未満 ５，０００以上 ３００，０００未満 

Ｃ ３，０００以上 １００，０００未満 １５０，０００未満 

Ｄ ５０，０００未満 ７０，０００未満 

Ｅ ２０，０００未満 ３０，０００未満 

建築一式工事 Ａ ５０，０００以上 ３０，０００以上 

Ｂ ５，０００以上 ３００，０００未満 ５，０００以上 ３００，０００未満 

Ｃ ３，０００以上 １５０，０００未満 ３，０００以上 ２００，０００未満 

Ｄ ２，０００以上 １００，０００未満 １００，０００未満 

Ｅ １０，０００未満 ５０，０００未満 

舗 装 工 事 Ａ １０，０００以上 ５，０００以上 

Ｂ ３，０００以上 ５０，０００未満 １００，０００未満 

Ｃ ２０，０００未満 ３０，０００未満 

電 気 工 事 Ａ ５，０００以上 １，０００以上 

Ｂ １００，０００未満 １５０，０００未満 

Ｃ １０，０００未満 ２０，０００未満 

管 工 事 Ａ ５，０００以上 １，０００以上 

Ｂ １００，０００未満 １５０，０００未満 

Ｃ １０，０００未満 ２０，０００未満 

造 園 工 事 Ａ ５，０００以上 ３，０００以上 

Ｂ １００，０００未満 １５０，０００未満 

Ｃ ２０，０００未満 ５０，０００未満 



 


